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新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 

日頃から学校における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に対して、ご理解ご協力

を頂き大変感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症について、夏休み明けから新聞等で感染者数の増加が報道され

ていますが、本校においては、下記のとおりの対応といたします。 

なお、対応については、警戒レベルの変更など今後の県の新型コロナウイルス感染症の対

応等に応じて変更する場合があることを申し添えます。 

 

 

記 

 

【令和５年８月３１日より（新規）】 

１．児童生徒及び教職員に陽性者が出た場合 

  関係する学級等の保護者に電話連絡でお知らせすることを基本とします。 

  校内で感染の拡大が見られる場合等は配信メールにて全校保護者に連絡します。 

 

【令和５年５月８日より（継続）】 

１． 発熱・咳などの風邪症状などいつもと異なる症状がある場合 

・体調不良者については、登校に関する制限はありませんが、無理をせず、通院や自宅 

で休養するようにしてください。 

・登校した場合は、学校での健康観察を行い、症状に応じて保健室と相談の上、保護者 

の方に早退の迎えをお願いすることもあります。 

・欠席した場合は、[病欠]となります。 

 

２． 同居家族の陽性が判明した場合や陽性判明者との接触があった場合 

・本人の体調に変化が無い場合は、休む必要はありません。 

 

裏面につづく 



 

３． 感染が不安で休む場合 

・合理的な理由がある場合は、出席停止の措置となり欠席扱いはいたしません。 

 

４． 児童生徒の陽性が判明した場合の対応 

（１） 有症状患者については、発症日から６日間（発症日を０日目として５日間経過し、

かつ、症状軽快後２４時間経過した場合）の出席停止とします。 

※発症から１０日を過ぎるまでは、マスクの着用をお願いします。 

（２）無症状患者については、検体採取日から６日間の出席停止とします。 

     ※検体採取日から７日を過ぎるまでは、マスクの着用をお願いします。 

 

 

 

【連絡先】 

（職員室）TEL.0178-31-5009 

担当：教 頭 道合 修子 

 


